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優
れ
た
専
門
家
の
ご
報
告
と
充
実
し
た
討
論
を
通
じ
、
い
く
つ
も

の
重
要
で
刺
激
的
な
論
点
（
先
験
的
制
度
尊
重
主
義
vs
功
利
主
義
vs

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
、「
倫
理
」
の
来
し
方
行
く
末
な
ど
）
を
ご

指
摘
い
た
だ
け
た
。
縁
あ
っ
て
企
画
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
者
の

ひ
と
り
と
し
て
、
最
後
に
、
現
在
の
世
界
を
覆
い
つ
く
す
グ
ロ
ー
バ

ル
経
済
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
意
識
し
つ
つ
、
人
権
問
題
と
同
じ
く
解

決
へ
の
取
り
組
み
を
避
け
て
通
れ
な
い
環
境
問
題
と
対
比
し
な
が

ら
、
人
権
と
倫
理
の
問
題
に
つ
い
て
の
若
干
の
展
望
（
あ
る
い
は
む

し
ろ
展
望
の
難
し
さ
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
、
と
言
っ
た
方
が
正
確
だ

ろ
う
）
を
付
け
加
え
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
ん
だ
こ
ん
に
ち
の
世
界
で
、
人

権
問
題
は
、
環
境
問
題
と
な
ら
び
、
私
た
ち
が
常
日
頃
か
ら
意
識

し
、
根
本
的
な
解
決
を
望
む
最
重
要
の
問
題
群
と
い
え
よ
う
。「
分

別
ゴ
ミ
の
収
集
日
を
覚
え
る
気
も
な
く
、
ゴ
ミ
出
し
を
全
部
妻
で
あ

る
私
に
押
し
付
け
て
く
る
」
な
ど
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
両
者
の
問
題

を
身
近
に
意
識
さ
せ
る
日
常
の
一
コ
マ
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
問
題

を
め
ぐ
る
大
き
な
国
際
会
議
は
毎
年
の
よ
う
に
開
か
れ
、
国
連
や
各

国
首
脳
級
・
大
臣
級
会
談
で
も
両
者
が
重
要
議
題
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
今
や
有
力
企
業
の
多
く
が
会
社
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
取
り
組
み
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
「
持
続
可
能
な
発
展
目
標

＝SD
G

s

」
（
１
）
は
、
環
境
問
題
分
野
で
の
目
標
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
が

ち
だ
が
、
二
〇
一
五
年
に
そ
れ
を
世
界
に
向
け
て
発
表
し
た
国
連
の

『
我
々
の
世
界
を
変
革
す
る
：
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
２
０
３
０

ア
ジ
ェ
ン
ダ
』
は
、「
発
展
の
（
経
済
的
、
社
会
的
、
環
境
的
な
）
三

側
面
を
調
和
さ
せ
る
」
べ
き
と
述
べ
、ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
に
「
人

権
、
人
の
尊
厳
、
法
の
支
配
、
正
義
、
平
等
及
び
差
別
の
な
い
こ
と

に
対
し
て
普
遍
的
な
尊
重
が
な
さ
れ
る
世
界
を
思
い
描
く
」
と
謳
っ

て
い
る
（
２
）
。
自
然
環
境
の
破
壊
は
人
の
尊
厳
に
か
か
わ
る
も
っ
と
も
基

本
的
な
人
権
、ひ
と
び
と
の
生
存
の
権
利
す
ら
脅
か
す
も
の
だ
か
ら
、
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前
者
の
問
題
解
決
は
、
後
者
の
問
題
の
、
少
な
く
と
も
改
善
に
つ
な

が
る
は
ず
だ
、
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
へ
の
取
り
組
み
に
は
同
じ
方

向
を
向
い
て
協
力
し
合
え
る
部
分
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
人
権
問
題

は
大
抵
、
人
間
同
士
の
関
係
に
起
因
し
て
お
り
、
環
境
問
題
が
解
決

さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
た
と
え
ば
、
人
身
売
買
や
嫌
が
ら
せ
、
言

論
統
制
と
い
っ
た
、
人
が
人
の
尊
厳
や
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
の
問

題
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
両
者
は
、
本
来
的
に
相
互

に
独
立
し
た
問
題
群
と
い
え
る
。
現
実
に
は
、
世
界
の
先
進
国
が
、

脱
炭
素
に
不
可
欠
な
二
次
電
池
用
希
少
金
属
の
採
掘
を
加
速
す
る
た

め
、
途
上
国
の
ひ
と
び
と
に
数
十
円
の
時
給
で
過
酷
な
長
時
間
労
働

を
強
い
て
い
る
と
か
（
３
）
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
メ
デ
ィ
ア
に
実
現
さ
れ
た
自
由
な
言

論
空
間
が
、
気
候
変
動
否
定
言
説
を
拡
散
す
る
場
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
か
、
時
に
、
両
者
は
異
な
る
ベ
ク
ト
ル
で
絡
み
合
っ
て
一

筋
縄
で
は
い
か
な
い
問
題
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
も
あ
る
。

　
両
者
の
問
題
解
決
へ
の
取
り
組
み
を
比
べ
て
み
る
と
、
環
境
問
題

に
お
い
て
国
際
協
調
や
学
際
・
産
学
共
同
の
取
り
組
み
が
目
覚
し
く

進
展
し
て
い
る
こ
と
は
、
際
立
つ
特
徴
だ
ろ
う
。
自
然
環
境
へ
の
人

為
的
影
響
を
気
候
学
者
が
評
価
・
予
測
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
や
有
害

物
質
の
排
出
を
抑
え
る
技
術
の
開
発
に
産
業
界
や
エ
ン
ジ
ニ
ア
が
取

り
組
み
、
環
境
保
全
・
回
復
を
促
す
法
や
経
済
制
度
策
定
を
立
法
・

行
政
機
関
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
進
め
、
環
境
思
想
や
環
境
教
育
も
研

究
教
育
の
場
で
深
ま
る
と
い
う
よ
う
に
、
世
界
中
、
多
く
の
分
野
の

専
門
家
が
環
境
問
題
解
決
に
取
り
組
む
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
制
度
的
枠

組
み
は
発
展
を
続
け
て
い
る
。
中
で
も
、
深
刻
化
す
る
地
球
温
暖
化

の
最
た
る
原
因
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

量
算
定
ベ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
、
排
出
権
取
引
の
仕
組
み
ま
で
も
が
作

ら
れ
た
の
は
画
期
的
で
あ
っ
た
と
思
う
。
各
国
政
府
や
企
業
に
環
境

改
善
の
達
成
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
な
く
、

取
り
組
み
の
進
展
度
を
金
銭
評
価
さ
れ
た
ス
コ
ア
と
し
て
示
し
う
る

た
め
、
そ
こ
に
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
生
み
出
し
て
、
企
業
に
取
り

組
み
参
加
へ
の
金
銭
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
た
（
４
）
。
人
類
の
存
続

に
か
か
わ
る
重
大
問
題
に
、
金
勘
定
を
持
ち
込
む
こ
と
の
倫
理
的
な

違
和
感
は
当
然
生
じ
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
仕
組
み
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、「
道
徳
観
念
」
を
失
っ
た
今
日
の
「
超
商
業
主
義
化
資

本
主
義
社
会
」
の
エ
リ
ー
ト
層
（
５
）

や
巨
大
企
業
を
し
て
、
世
界
の
各
国

の
政
策
的
な
足
か
せ
や
各
国
間
（
と
り
わ
け
生
産
国
と
消
費
国
間
）
の

利
害
対
立
を
乗
り
超
え
さ
せ
、
産
官
学
を
巻
き
込
む
よ
う
な
取
り
組

み
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
紛
れ
も
な
い
現
実
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
人
権
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
お

い
て
、
多
分
野
協
働
や
国
際
協
調
の
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
と
は

い
え
な
い
。
例
え
ば
、
情
報
科
学
や
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
専
門
家

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
権
や
デ
ジ
タ
ル
権
の
よ
う
な
新

し
い
権
利
の
普
及
と
保
護
を
促
す
分
野
で
取
り
組
み
に
力
を
発
揮
し

て
い
る
し
、
医
学
界
は
、
遺
伝
子
医
療
の
倫
理
的
問
題
や
イ
ン
フ
ォ
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ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
、
患
者
の
個
人
情
報
管
理
の
問
題
、
臓
器
売

買
問
題
な
ど
、医
療
に
ま
つ
わ
る
人
権
課
題
に
よ
く
対
処
し
て
い
る
。

し
か
し
自
然
科
学
系
の
分
野
が
、
古
く
か
ら
人
間
社
会
の
奥
底
に
巣

食
う
人
権
侵
害
（
人
種
差
別
、
暴
力
、
言
論
の
自
由
抑
圧
な
ど
）
の

解
消
に
、
政
治
や
法
、
行
政
の
分
野
と
協
働
し
つ
つ
、
学
会
を
挙
げ

て
取
り
組
む
と
い
う
よ
う
な
動
き
は
目
だ
っ
て
見
ら
れ
な
い
。

　
国
際
的
取
り
組
み
で
は
、
協
調
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
対
立
が
深
ま

っ
て
い
る
。
つ
い
最
近
で
も
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
に
、
ア
メ
リ
カ

が
「
腐
敗
と
の
闘
い
」、「
権
威
主
義
か
ら
の
防
衛
」、「
人
権
尊
重
の

促
進
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
民
主
主
義
サ
ミ
ッ
ト
」
を
開
催
し
（
６
）

、
中

国
・
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
「
権
威
主
義
国
」
へ
の
圧
力
を
強
め

よ
う
と
試
み
た
。
中
国
政
府
は
、
そ
れ
に
合
わ
せ
、『
中
国
の
民
主
』

と
題
す
る
白
書
と
『
ア
メ
リ
カ
民
主
の
状
況
』
と
い
う
白
書
を
相
次

い
で
発
表
し
（
７
）

、
自
ら
の
体
制
を
人
民
の
大
半
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る

民
主
的
独
裁
体
制
と
位
置
づ
け
る
一
方
、
人
種
差
別
を
解
決
で
き

ず
、
貧
富
の
差
を
拡
大
し
、
民
主
主
義
拡
張
を
名
目
に
世
界
各
地
で

戦
争
を
起
こ
す
独
善
的
な
金
権
政
治
の
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ
を
や
り

玉
に
挙
げ
て
批
判
し
た
。
ア
メ
リ
カ
が
有
志
国
と
し
て
サ
ミ
ッ
ト
に

招
い
た
の
は
一
〇
九
か
国
（
と
二
つ
の
地
域
）
で
、
国
連
加
盟
国
全

一
九
三
か
国
の
半
分
強
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、「
民
主
主
義
の
多
様

性
研
究
所V-D

em
 Institute

」
の
二
〇
二
一
年
レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ

ば
、
独
裁
体
制
下
で
暮
ら
す
人
々
の
割
合
は
二
〇
一
〇
年
の
四
八
％

か
ら
二
〇
二
〇
年
に
は
六
八
％
に
増
え
た
と
い
う
（
８
）

。
中
国
政
府
の
い

わ
ゆ
る
「
人
民
民
主
的
独
裁
体
制
」
を
共
有
し
て
い
る
国
の
み
が

V-D
em

の
分
類
す
る
独
裁
制
の
国
々
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
今

回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
飯
尾
氏
も
指
摘
さ
れ
た
「
選
挙
独
裁
制
」
の

国
も
増
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
世
界
の
分
断
と
断
片
化
が
進
む
に

つ
れ
、
バ
イ
デ
ン
米
大
統
領
の
強
調
す
る
よ
う
な
「
正
義
と
法
治
、

言
論
の
自
由
、
集
会
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
宗
教
の
自
由
、
各
個

人
に
生
来
備
わ
っ
て
い
る
す
べ
て
の
人
権
を
守
る
側
に
立
つ
」
と
い

う
価
値
観
を
共
有
す
る
「
民
主
主
義
の
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
９
）
」
の

国
々
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
来
、
再
び
少
数
派
に
転
じ
る
未
来
も
す

ぐ
そ
こ
に
見
え
る
現
在
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
国
際
政
治
の
世
界
の
分
断
と
分
裂
が
深
ま
る
中
、
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
の
担
い
手
た
ち
も
人
権
問
題
に
対
し
十
分
大
き
な
役

割
を
果
た
し
え
て
い
な
い
。
生
存
権
・
平
等
権
の
分
野
で
は
、
確
か

に
雇
用
に
お
け
る
女
性
差
別
解
消
は
進
ん
で
き
て
い
る
と
は
い
え
、

賃
金
格
差
解
消
や
女
性
管
理
職
比
率
向
上
な
ど
、
い
ま
だ
道
半
ば
で

あ
る）
（1
（

上
、
も
っ
と
広
く
見
わ
た
せ
ば
、
世
界
の
人
口
の
三
割
近
く
が

相
対
的
な
貧
困
水
準
に
あ
る）
（（
（

。
確
か
に
、
エ
マ
ー
ジ
ン
グ
諸
国
へ
の

投
資
は
、貧
困
水
準
以
下
に
と
ど
ま
る
人
々
に
雇
用
を
保
証
す
る
が
、

生
産
・
流
通
イ
ン
フ
ラ
の
十
分
整
わ
な
い
国
々
へ
の
投
資
は
、
チ
ー

プ
・
レ
イ
バ
ー
獲
得
目
的
の
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
投
資
と

い
う
色
合
い
も
濃
く
、
世
界
経
済
に
変
調
が
み
ら
れ
る
際
や
投
資
先
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が
政
治
的
な
不
安
定
に
見
舞
わ
れ
る
場
合
に
は
、
真
っ
先
に
引
き
上

げ
の
対
象
と
な
る
。
高
中
所
得
国
内
で
も
、
貧
困
層
の
割
合
が
高
い

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
や
後
期
高
齢
者）
（1
（

の
雇
用
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
企
業
が
、
貧
困
層
に
対
す
る
雇
用
の
確
保
を
、
利
潤
獲

得
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

　
他
方
、
し
ば
し
ば
国
家
レ
ベ
ル
や
犯
罪
集
団
レ
ベ
ル
で
組
織
的
に

行
わ
れ
る
自
由
権
の
抑
圧
（
言
論
封
殺
や
不
当
な
逮
捕
拘
禁
、
強
制

労
働
、
殺
害
等
）
に
目
を
転
じ
て
み
て
も
、
経
済
界
の
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。
改
善
に
熱
心
な
の
は
、
上
述
の
「
民

主
主
義
サ
ミ
ッ
ト
」
に
招
か
れ
た
国
々
の
中
で
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
国
是
と
す
る
先
進
国
の
諸
政
府
が
主
で
あ
り
、
人

権
侵
害
国
や
そ
の
国
の
人
権
侵
害
首
謀
者
と
目
す
る
人
物
た
ち
に
金

融
制
裁
を
課
し
た
り
、
人
権
侵
害
に
加
担
し
て
い
る
企
業
へ
の
投
資

や
そ
の
企
業
と
の
取
引
を
禁
じ
、
違
反
企
業
に
罰
金
を
科
し
た
り
す

る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
深
刻
な
人
権
侵
害
が
起
こ
っ
て
か
ら
の
事

後
対
応
で
あ
る
う
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
金
融
市
場
に
は
抜
け
道

も
多
く
、
そ
の
抑
止
効
果
は
限
ら
れ
て
い
る
。
経
済
面
で
の
人
権
侵

害
予
防
措
置
と
し
て
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
中
心
と
な
り
、
麻
薬
原
料
な
ど

違
法
な
換
金
作
物
の
栽
培
に
生
計
を
依
存
し
が
ち
な
貧
し
い
農
村
住

民
を
貧
困
や
過
酷
な
不
当
労
働
か
ら
救
う
と
と
も
に
、
都
市
の
人
々

の
健
康
や
生
活
を
損
な
う
麻
薬
組
織
の
資
金
源
も
絶
と
う
と
い
う
目

的
も
あ
っ
て
始
ま
っ
た
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
普
及
の
取
り
組
み
が
挙
げ

ら
れ
よ
う）
（1
（

。
近
年
で
は
、「
人
権
注
意
義
務
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
・

デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
と
い
う
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
す

べ
て
の
過
程
で
強
制
労
働
や
児
童
労
働
を
排
除
す
べ
く
企
業
に
注
意

義
務
を
課
す
消
費
国
＝
先
進
国
側
の
新
し
い
施
策
も
導
入
さ
れ
始
め

た）
（1
（

が
、
し
か
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
経
済
規
模

は
小
さ
く
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
基
準
順
守
の
見
返
り
と
し
て
生
産
者

に
支
払
わ
れ
る
奨
励
金
の
コ
ス
ト
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
回
収
し
う
る

だ
け
高
い
付
加
価
値
を
持
つ
商
品
作
物
の
扱
い
が
主
と
な
っ
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
る
巨
大
企
業
を
は
じ
め

と
し
て
多
く
の
企
業
や
経
営
者
・
投
資
家
た
ち
が
人
権
問
題
解
決
に

な
か
な
か
積
極
的
に
関
与
し
な
い
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
そ
れ
が
国

家
レ
ベ
ル
の
政
治
や
司
法
の
問
題
で
あ
っ
て
、
経
済
社
会
の
手
に
余

る
か
ら
と
い
う
理
由
は
確
か
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
に
環

境
行
政
や
環
境
関
連
諸
立
法
の
課
題
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
気
候
変
動

の
問
題
に
経
済
界
が
積
極
的
に
関
与
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
思
え
ば
、そ
れ
が
本
質
的
な
障
害
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

人
権
侵
害
を
生
み
出
す
人
の
偏
見
、
欲
望
、
衝
動
、
恐
怖
、
悪
意
な

ど
が
、温
暖
化
ガ
ス
の
よ
う
に
数
量
的
に
測
定
で
き
な
い
ば
か
り
か
、

人
間
が
生
き
て
い
れ
ば
必
ず
排
出
せ
ざ
る
を
え
な
い
二
酸
化
炭
素
の

よ
う
な
必
要
悪
と
は
み
な
さ
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
原

因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
対
一
九
九
〇
年
比
Ｘ
％
人
権
抑
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圧
状
況
改
善
」
と
い
っ
た
よ
う
な
数
値
的
目
標
を
立
て
ら
れ
な
い
だ

け
で
な
く
、
た
と
え
数
値
化
で
き
た
と
し
て
も
「
自
由
侵
害
権
」
と

い
う
よ
う
な
権
利
を
設
定
し
て
、
そ
の
取
引
を
行
う
こ
と
も
モ
ラ
ル

に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
権
保
護
の
た
め
の
ア
ク
シ

ョ
ン
の
価
値
を
あ
る
程
度
金
銭
評
価
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
実

際
に
な
さ
れ
て
も
い
る
。
例
え
ば
、
企
業
は
、
ブ
ラ
ン
ド
価
値
が
高

け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
人
権
抑
圧
を
座
視
す
る
こ
と
で
生
じ
る
イ
メ
ー

ジ
低
下
と
そ
れ
に
伴
う
売
り
上
げ
減
少
と
い
う
損
失
を
回
避
し
よ
う

と
し
、
そ
の
範
囲
で
人
権
侵
害
撲
滅
の
取
り
組
み
に
対
す
る
金
銭
的

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
得
る
。
逆
に
、
人
権
抑
圧
に
反
対
す
る
こ
と
で

得
ら
れ
る
企
業
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
と
そ
れ
に
応
じ
た
集
客
効
果
も
金

銭
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
西
側
先
進

国
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ズ
・
マ
タ
ー
運
動
で
も
、
ミ
ー
・

ト
ゥ
ー
運
動
で
も
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
ち
の
権
利
保
護
の
た
め
の

様
々
な
運
動
で
も
、
大
企
業
は
こ
れ
ら
に
賛
意
を
示
し
、
差
別
や
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
人
権
侵
害
に
反
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
す
の
に
広

告
宣
伝
費
を
掛
け
る
一
方
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
差
別
で
や
り
玉
に
挙

げ
ら
れ
た
著
名
人
や
キ
ャ
ス
タ
ー
の
出
演
す
る
番
組
へ
の
広
告
出
稿

や
、
強
制
労
働
で
作
ら
れ
た
可
能
性
の
あ
る
新
疆
綿
の
使
用
を
と
り

や
め
る
（
も
ち
ろ
ん
高
品
質
な
新
疆
綿
の
代
替
品
調
達
に
か
か
る
大

き
な
コ
ス
ト
が
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
向
上
と
集
客
の
利
益
を
上
回
ら

な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
が
）。

　
留
意
す
べ
き
は
、
企
業
や
経
済
界
が
、
人
権
保
護
へ
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
規
模
が
、
各
企
業
の
ブ
ラ

ン
ド
価
値
の
獲
得
・
維
持
コ
ス
ト
や
高
付
加
価
値
換
金
作
物
の
生
産

コ
ス
ト
、
あ
る
い
は
人
件
費
等
圧
縮
効
果
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
経
済
規
模
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
権
取
引
を

は
じ
め
と
す
る
環
境
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
の
規
模
に
は
比
す
べ
く
も
な
く

小
さ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
畢
竟
、
道
徳
観
念
に
従
っ
て
行
動
す
る
わ

け
で
は
な
い
現
代
の
資
本
家
た
ち
に
、
人
権
問
題
へ
の
根
本
的
取
り

組
み
を
敬
遠
さ
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ビ
ジ
ネ
ス
化
さ
れ
て
い
な
い

（
す
な
わ
ち
、
脱
倫
理
化
さ
れ
て
い
な
い
）
人
権
問
題
対
処
過
程
は
、

様
々
な
倫
理
的
立
場
を
有
す
る
為
政
者
や
政
治
家
の
信
念
や
都
合
に

振
り
回
さ
れ
る
し
、
結
局
、
国
是
を
異
に
す
る
国
同
士
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
対
立
を
乗
り
越
え
て
自
律
的
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、「
功
利
主
義
ど
こ
ろ
か
、

唾
棄
す
べ
き
功
利
一
辺
倒
主
義
だ
」
と
い
う
お
叱
り
も
受
け
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
を
支
配
す
る
「
超
商
業
主

義
的
資
本
主
義
社
会
」
の
中
で
、
人
権
問
題
が
、
投
資
を
行
う
価
値

の
低
い
問
題
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
人
権
問
題

解
決
の
妨
げ
と
な
る
深
刻
な
問
題
と
認
識
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
の

が
、
こ
こ
で
私
の
述
べ
た
い
こ
と
の
要
点
で
あ
る
。

　
倫
理
と
人
権
の
問
題
は
、
あ
ら
た
め
て
、
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く

り
議
論
す
べ
き
重
要
な
問
題
と
承
知
し
て
い
る
が
、
一
点
の
み
、
雑
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駁
な
見
通
し
を
付
け
加
え
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。も
し
、

今
後
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
担
い
手
た
ち
を
、
少
な
く
と
も
現
在
環

境
問
題
に
取
り
組
ま
せ
て
い
る
程
度
に
人
権
問
題
に
向
き
合
わ
せ
る

必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
に
、
人
権
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
創
出
の
チ
ャ

ン
ス
を
与
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
自
体

は
脱
倫
理
的
な
性
格
で
あ
る
こ
と
が
多
く
の
投
資
を
引
き
寄
せ
る
た

め
に
好
ま
し
い
が
、
決
し
て
反
倫
理
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
上
述
の
「
人
権
侵
害
権
取
引
」
の
よ
う
な

ビ
ジ
ネ
ス
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
人

権
尊
重
・
自
由
促
進
」
に
貢
献
す
る
ご
と
に
付
与
さ
れ
る
プ
レ
ミ
ア

ム
の
獲
得
を
目
指
す
ビ
ジ
ネ
ス
が
望
ま
し
い
。
例
え
ば
、
本
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
導
入
に
お
い
て
、
私
は
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
の
関
連
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
広
が
る
言
論
空
間
の
問
題
点
を
指
摘
し
た

が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
空
間
で
、「
人
権
尊
重
」
と
「
自
由
の
促
進
」

が
同
時
に
最
大
限
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
、
巨
大
ネ
ッ
ト
企
業
が
請
け

負
う
の
で
あ
れ
ば
、
適
切
な
国
際
機
関
の
監
督
の
も
と
、
複
数
企
業

の
競
合
状
態
を
維
持
し
た
う
え
で
、
そ
の
空
間
か
ら
の
最
大
利
益
の

寡
占
と
い
う
プ
レ
ミ
ア
ム
の
享
受
を
許
し
て
も
よ
い
と
す
ら
、
個
人

的
に
は
思
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
の
世
界
で
も
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
世
界
で
も
、
す
で
に
寡
占
状
態
に
あ
っ
て
最
大
利
益
を
享
受

し
て
い
る
巨
大
企
業
は
存
在
す
る
か
ら
、
ま
ず
そ
れ
ら
が
提
供
し
て

い
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
か
に
人
類
共
通
資
産
と
し
て
国
際
的
に
管
理
し

て
い
く
か
を
考
え
る
こ
と
が
先
決
で
あ
ろ
う
が
、
や
が
て
グ
ロ
ー
バ

ル
な
公
益
性
を
ベ
ー
ス
に
個
人
の
自
由
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
仕
掛

け
は
こ
の
空
間
で
こ
そ
実
現
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
ま
れ
、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
技
術
の
進
化
は
日
進
月
歩
、
仮
想
現
実
空
間
で
の
メ
タ
バ
ー
ス
関

連
の
開
発
競
争
が
激
化
す
る
一
方
、
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
知
能
を
追
い
越

す
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
も
間
近
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
人
も
い
る
。

い
か
な
る
新
た
な
人
権
侵
害
の
新
形
態
が
生
ま
れ
拡
が
る
か
も
わ
か

ら
な
い
現
在
、
人
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
環
境
問
題
以
上
に
人
類
総

力
戦
で
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
、
原
則
は
倫
理
的
に
、
方
策
は
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
、
早
急
に
体
制
づ
く
り
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
国
家
安
全
保
障
と
自
由
と
い
う
論
議
の
糸
口
を
掴
む
こ
と

さ
え
難
し
い
問
題
は
論
じ
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
最
後
に
記

し
、
ご
報
告
者
や
司
会
者
、
参
加
者
の
皆
様
に
感
謝
し
て
、
本
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
後
記
と
し
た
い
。
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註（１
）   Sustainable D

evelopm
ent G

oals

は
、
日
本
で
は
、「
持
続

可
能
な
開
発
目
標
」
と
訳
さ
れ
る
が
、develop(m

ent)

に
「
開
発

（
す
る
）」
と
い
う
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
役
立
つ
も
の
を
生
み
出

す
、
あ
る
い
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
無
能
・
無
益
な
も
の
を
役
立
つ
も

の
に
変
え
る
行
為
を
想
起
さ
せ
る
訳
語
を
当
て
る
こ
と
は
誤
解
を
招

く
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
国
連
は
、
一
九
九
〇
年
以
来
、hum

an 
developm

ent

の
価
値
を
強
調
し
つ
つ
、
そ
れ
を
「
人
々
の
選
択
の

幅
を
拡
げ
る
過
程the process of enlarging people's choices

」

と
定
義
し
て
お
り
（H

um
an D

evelopm
ent Report, 1997, 

p.15

）、
人
々
の
選
択
の
幅
は
、
た
と
え
、
そ
れ
が
、
ど
ん
な
に
限
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
無
価
値
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
独

力
に
よ
っ
て
で
も
他
者
と
の
協
調
に
よ
っ
て
で
も
、
経
済
的
な
豊
か

さ
や
技
術
・
知
識
な
ど
の
獲
得
を
通
じ
、
人
々
自
ら
が
「
発
展
」
さ

せ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
私
は
、「
発
展
」
と
い
う
訳
語
を
当

て
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
２
）Transform

ing our W
orld: the 2030 Agenda for Sustainable 

D
evelopm

ent , Pream
ble and O

ur V
ision 8

https://sdgs.
un.org/2030agenda 

参
考
ま
で
に
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務

所
が
作
成
し
た
、SD
G
s

と
人
権
の
相
関
関
係
を
示
し
た
表
か
ら
、

SD
G
s

が
か
か
わ
る
人
権
項
目
を
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
ツ
大
阪
の
翻
訳

に
従
っ
て
、
以
下
に
挙
げ
て
お
こ
う
。

https://w
w

w
.ohchr.org/D

ocum
ents/Issues/M

D
G

s/
Post2015/SD

G
_H

R_Table.pdf
https://w

w
w

.hurights.or.jp/japan/aside/sdgs/2018/10/
sdgs-1.htm

l

　（
い
ず
れ
も
、
二
〇
二
二
年
一
月
四
日
最
終
閲
覧
）

　【
社
会
権
】
十
分
な
生
活
水
準
へ
の
権
利
、
社
会
保
障
を
受
け
る
権

利
、
国
際
協
力
（
世
界
の
食
糧
供
給
の
公
平
な
分
配
の
確
保
を
含
む
）、

健
康
へ
の
権
利
、
母
親
と
子
ど
も
へ
の
特
別
な
保
護
、
科
学
の
進
歩

と
そ
の
応
用
に
よ
る
利
益
を
享
受
す
る
権
利
、
教
育
を
受
け
る
権
利
、

技
術
・
職
業
訓
練
を
含
む
、
働
く
権
利
、
公
正
か
つ
良
好
な
労
働
条

件
を
享
受
す
る
権
利
、
安
全
な
飲
料
水
と
衛
生
へ
の
権
利
、
公
正
か

つ
良
好
な
労
働
条
件
を
享
受
す
る
権
利
、
適
切
な
住
居
へ
の
権
利
、

文
化
的
生
活
に
参
加
す
る
権
利
、
自
然
災
害
か
ら
の
保
護
、
十
分
な

食
糧
へ
の
権
利
と
安
全
な
飲
料
水
へ
の
権
利
、【
平
等
権
】
教
育
に

お
け
る
女
性
と
少
女
の
平
等
な
権
利
、
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形

態
の
差
別
の
撤
廃
、
経
済
的
な
生
活
に
お
け
る
女
性
の
平
等
な
権
利
、

移
住
労
働
者
の
平
等
な
権
利
、
雇
用
に
関
す
る
女
性
の
平
等
な
権
利
、

貸
付
・
融
資
サ
ー
ビ
ス
と
農
山
漁
村
イ
ン
フ
ラ
へ
の
女
性
の
平
等
な

権
利
、
平
等
と
非
差
別
の
権
利
、
公
的
分
野
に
参
加
す
る
権
利
、
公

共
交
通
、
公
共
施
設
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
、【
自

由
権
】
生
命
へ
の
権
利
、
子
ど
も
の
数
や
出
産
間
隔
、
時
期
を
自
由

に
決
定
で
き
る
権
利
、
女
性
及
び
少
女
に
対
す
る
暴
力
の
撤
廃
、
奴

隷
、
強
制
労
働
、
人
身
取
引
の
禁
止
、
児
童
労
働
の
禁
止
、
情
報
へ

ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
、
国
際
移
住
に
関
す
る
条
件
の
改
善
、
移
住
者

が
収
入
と
貯
蓄
を
送
金
す
る
権
利
、
自
己
の
天
然
の
富
及
び
資
源
を

自
由
に
処
分
す
る
す
べ
て
の
人
民
の
権
利
、
拷
問
か
ら
の
自
由
、
あ

ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
、
虐
待
、
搾
取
か
ら
の
子
ど
も
の
保
護
、
司
法

へ
の
ア
ク
セ
ス
と
適
正
手
続
の
保
障
の
権
利
、
法
的
人
格
を
持
つ
権

利
、
す
べ
て
の
人
民
の
自
決
の
権
利
、
す
べ
て
の
人
民
の
発
展
と
国

際
協
力
へ
の
権
利
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利

（
３
）Pete Pattisson, Battery Life. ‘Like Slave and M

aster’. D
M

C 
M

iners Toil for 30p an H
our to Fuel E

lectric C
ars, The 

G
uardian , N

ov.7. 

（
二
〇
二
一
年
一
二
月
六
日
最
終
閲
覧
）「
不
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史
苑
（
第
八
二
巻
第
二
号
）

満
を
言
え
ば
即
解
雇
　
時
給
四
六
円
…
環
境
に
優
し
い
Ｅ
Ｖ
車
の

た
め
に
“
奴
隷
労
働
”
さ
せ
ら
れ
る
コ
ン
ゴ
の
人
々
」、C

ourrier 
Japon,

（
二
〇
二
一
年
一
一
月
二
七
日
付
）

https://courrier.jp/new
s/archives/269300/?utm

_
source=article_link&

utm
_m

edium
=longread-upper-

button&
utm

_cam
paign=articleid_269301

（
二
〇
二
一
年

一
二
月
六
日
最
終
閲
覧
）

（
４
）
炭
素
取
引
市
場
の
規
模
は
、
二
〇
二
〇
年
で
二
三
七
七
億
ユ
ー
ロ

で
あ
り
、
二
〇
五
〇
年
に
は
二
一
兆
ド
ル
に
届
く
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
。Sarah M

cFarlane, Energy Traders See Big M
oney 

in C
arbon-E

m
issions M

arkets, The W
all Street Journal , 

Sept.2.
https://jp.w

sj.com
/articles/energy-traders-see-big-m

oney-
in-carbon-em

issions-m
arkets-11630539900

（
二
〇
二
一
年

一
二
月
三
〇
日
最
終
閲
覧
）

（
５
）
ブ
ラ
ン
コ
・
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
『
資
本
主
義
だ
け
残
っ
た
　
世

界
を
制
す
る
シ
ス
テ
ム
の
未
来
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
一
年
、

二
一
二
頁
以
下
の
説
得
力
あ
る
論
述
を
参
照
。

（
６
）https://w

w
w

.state.gov/sum
m

it-for-dem
ocracy/ https:

//w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/gaik

o/jin
k

en
/m

in
sh

u
/

page3_003174.htm
l

　（
い
ず
れ
も
、
二
〇
二
二
年
一
月
四
日
最
終

閲
覧
）

（
７
）http://w
w

w
.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/44691/D

ocum
ent/

1717212/1717212.htm
 ; https://w

w
w

.fm
prc.gov.cn/w

eb/
zyxw

/202112/t20211205_10462534.shtm
l 

（
い
ず
れ
も
二
〇

二
二
年
一
月
四
日
最
終
閲
覧
）　

（
８
）V-D

em
 Institute, D

em
ocracy R

eport 2021: Autocratization 

Turns Viral , U
niversity G

othenburg:. https://w
w

w
.v-dem

.
net/static/w

ebsite/files/dr/dr_2021.pdf

　

（
９
）https://w

w
w

.w
hitehouse.gov/briefing-room

/speeches-
rem

arks/2021/12/09/rem
arks-by-president-biden-at-the-

sum
m

it-for-dem
ocracy-opening-session/ 

（
二
〇
二
二
年
一
月

四
日
最
終
閲
覧
）

（
10
）W

orld Inequality R
eport 2022 - W

ID
 - W

orld Inequality 
D

atabase 

は
、「
性
差
不
平
等
は
世
界
全
体
で
は
依
然
と
し
て
か
な

り
存
在
し
て
お
り
、
各
国
内
で
の
（
解
消
）
進
展
は
あ
ま
り
に
遅
い
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

（
11
）
世
界
銀
行
の
見
積
も
り
で
は
、
絶
対
的
貧
困
水
準
（
購
買
力
平
価

で
日
額
一
・
九
ド
ル
の
生
活
費
）
に
あ
る
ひ
と
び
と
の
数
は
約
七
・

三
億
人
と
見
積
も
ら
れ
る
一
方
、
中
所
得
国
や
高
中
所
得
国
で
の
基

礎
的
な
最
低
生
活
費
の
高
さ
を
考
慮
し
て
収
入
分
布
の
中
央
値
の
半

分
以
下
を
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
生
活
を
維
持
す
る
の
に
精
一
杯
と
み
な
す

貧
困
水
準
（
こ
れ
を
社
会
的
貧
困
水
準
と
呼
ぶ
）
の
考
え
方
を
適
用

す
れ
ば
、
そ
れ
以
下
に
あ
る
ひ
と
び
と
の
数
は
二
一
億
人
と
い
う
。

前
者
の
数
は
、
一
九
九
〇
年
の
二
〇
億
人
、
二
〇
一
〇
年
の
一
一
億

人
に
比
べ
目
立
っ
て
減
少
し
て
い
る
が
、
後
者
の
数
は
、
一
九
九
〇

年
に
二
四
億
人
、
二
〇
一
〇
年
に
二
二
・
五
億
人
で
あ
っ
た
の
で
、
そ

の
減
少
ス
ピ
ー
ド
は
き
わ
め
て
鈍
い
。

https://datatopics.w
orldbank.org/w

orld-developm
ent-

indicators/stories/societal-poverty-a-global-m
easure-of-

relative-poverty.htm
l 

（
二
〇
二
二
年
一
月
四
日
最
終
閲
覧
）

（
12
）https://w

w
w

.oecd-ilibrary.org/docserver/fb958d50-en.
pdf?expires=1641194567&

id=id&
accnam

e=guest&
che

cksum
=FD

B
E

811A
A

42E
B

46C
B

3FFE
475890486E

A
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後
記
（
浦
野
）

（
二
〇
二
二
年
一
月
四
日
最
終
閲
覧
）

（
13
）Fairtrade International

の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
〇

年
の
段
階
で
、
世
界
で
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
国
際
認
証
を
取
得
し
た

企
業
は
、
二
五
五
二
社
、
ま
た
、
二
〇
一
八
年
の
段
階
で
、
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
商
品
の
売
り
上
げ
は
一
〇
〇
億
ユ
ー
ロ
弱
で
あ
っ
た
。

https://w
w

w
.fairtrade.net/library/2020-2021-annual-

report; https://w
w

w
.fairtrade.net/library/2018-19-annual-

report-choosing-a-fairer-future-through-trade

（
14
）OH

CH
R, Corporate H

um
an Rights D

ue D
iligence – Identifying

 and Leveraging E
m

erging Practices
https://w

w
w

.ohchr.org/E
N

/Issues/B
usiness/P

ages/
C

orporateH
R

D
ueD

iligence.aspx
　

（
本
学
文
学
部
教
授
）


